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１．大和市立中央林間図書館の概要 

（１）設置目的と指定管理者に期待する役割 

大和市立中央林間図書館（以下「中央林間図書館」という。）は、本市の北部地域におけ

る図書施策を推進するための拠点として設置される図書館です。また、中央林間駅至近の

民間商業施設内に立地することから、駅を利用する市民のニーズに対応した、特徴ある運

営を行い、市民の読書活動の推進を図ることを主な設置目的とします。 

指定管理者には、中央林間図書館の設置目的を理解し、立地の特性を十分に活かしなが

ら、大和市立図書館と一体的な管理による効率的な運営を行い、その設置目的の実現に寄

与することを期待します。 

 

（２）施設概要 

（ア）名称    大和市立中央林間図書館 

（イ）所在地   大和市中央林間四丁目１２番１号（東急中央林間ビル３階） 

（ウ）施設規模  床面積（賃貸借部分面積） ７６７．７４８２㎡ 

※建物構造   鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上３階 地下１階建 

（エ）開館時期  平成３０年４月１日 

（オ）施設内容   

・開架部・学習室（３０６区画）  ６９６．１５８９ ㎡ 

    ※蔵書能力 約３０，０００冊（別に約１００タイトル分の雑誌書架あり） 

    ※閲覧席数 約１１０席（読書室の閲覧席数を含む） 

  ・フリースペース（３０８区画）  ４１．１４９３ ㎡ 

  ・倉庫区画            ３０．４４㎡ 

  ・IC蔵書管理機器   自動貸出機２台、BDS（図書持ち出し防止装置）３台 他 

 

２. 指定管理者による管理運営にあたっての条件 

（１）管理の基準 

（ア）開館時間  午前 10時から午後９時まで 

（イ）休館日   １月１日、１２月３１日 

※上記（ア）、（イ）に関わらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、大和市立図書館条例に基づ

き、教育委員会の承認を経て、開館時間、休館日を臨時に変更することができるものとする。 

（ウ）指定期間   平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで（３６ヶ月） 

（エ）法令等の遵守 

   業務の遂行にあたっては、大和市立図書館条例（以下、「条例」という。）、同条例施 

行規則及び地方自治法等の関係する諸法令、条例等を守り、仕様書に従い業務に支障を 

きたさないよう適正に遂行する。 

（オ）人員の配置等 

   指定管理者は、必要な知識・資格を有する人員を配置し、施設の運営に支障がないよ 

う適切な勤務形態を定めるとともに、自らの経費において必要な研修を実施するものと 

する。なお、館長及び副館長を１名ずつ配置するものとする。 
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（２）委託の制限 

  業務の一部を第三者に再委託する場合は、事業計画書等で明示するものとする。なお、 

全業務を一括して第三者に再委託することはできないものとする。 

（３）業務の引継ぎ  

指定期間の満了に際して、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管 

理運営業務を開始できるよう、必要な手順書やデータの提供等を遅滞ない、適切に業務の 

引継ぎを行うこと。また、指定期間の終了後であっても、管理業務の引継ぎが終了するま 

での間は、必要な管理業務を継続するものとする。（指定期間満了以前に指定を取り消さ 

れた場合も同様とする。）業務の引継ぎのために発生する費用は、原則として指定管理者 

と次期指定管理者の各々の負担とする。 

 

（４）事業の継続が困難になった場合の措置 

（ア）指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合は、市は指定 

の取り消しをすることができる。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償する。 

（イ）その他の事由により事業の継続が困難になった場合 

災害その他の不可抗力等で、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事 

由により業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議する。 

一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより協定 

を解除できるものとする。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設等の管理運営 

業務を遂行できるよう、指定管理者は適切に引き継ぎを行う。 

 

（５）責任の分担 

  市と指定管理者との間の責任の分担（以下「リスク分担」という。）は次のとおりとし

ます。 

 

 

種 類 内 容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 
人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加  ○ 

ただし、急激な変動によるもの 協議 

金利変動 
金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

ただし、急激な変動によるもの 協議 

書類の誤り 

仕様書等の市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

企画提案書等の指定管理者が提案した内容によるも

の 
 ○ 

法令の変更 

監理運営（指定管理業務に限る）に直接影響を及ぼす

法令変更 
協議 

上記以外の法令変更  ○ 
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周辺市民・市

民等及び施設

利用者への対

応 

施設管理、運営業務内容に対する市民等及び施設利

用者からの苦情、反対、要望、訴訟への対応 
 ○ 

上記以外のもの 協議 

行政による事

業変更 

行政の都合により、施設管理、運営業務の継続に支障

が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされ

た場合の経費及びその後の維持管理運営経費におけ

る当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力等 

不可抗力に伴う、施設、設備の修復による経費の増額

によるもの 
協議 

ただし、不可抗力及び大和市の責めに帰すべき事由

に伴う、業務履行不能による休業補償等 
協議 

施設・設備の

損傷 

施工不備等による施設・設備の故障・損傷 ○  

経年劣化によるもの（１件あたり 130万円（消費税及

び地方消費税含む）未満の修繕費） 
 ○ 

経年劣化によるもの（指定管理者の責めに帰さない

修繕で、上記以外のもの） 
○  

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定で

きないもの（1件あたり 130万円（消費税及び地方消

費税含む）未満の修繕費） 

 ○ 

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定で

きないもの（上記以外のもの） 
○  

上記以外のもの 協議 

第三者への賠

償 

指定管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 協議 

セキュリティ

情報の保護 
管理不備による情報漏洩、事故・事件の発生  ○ 

需要変動 利用者の増減に伴う管理者の収益の増減  ○ 

債務不履行 指定管理者の事業放棄、破綻等によるもの  ○ 

事業終了時の

費用 

指定期間の満了、中途における業務廃止に伴う撤収

費用及び新しい指定管理者への引継費用 
 ○ 

利用者の許認

可 
指定管理者の責によるもの  ○ 

事業の変更・

遅延・中止 

市の都合による事業の変更、遅延、中止 ○  

指定管理者の運営の瑕疵、事業放棄、事業破綻による

もの 
 ○ 

要求水準未達 指定管理者の運営が協定書の水準に満たない場合  ○ 

運営停止 指定管理者の責によるもの  ○ 
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（６）指定管理者が行う業務（詳細は別紙仕様書のとおり） 

（ア）施設の運営に関すること 

 （イ）事業実施に関すること 

 （ウ）施設及び設備の維持管理に関すること 

   (エ) 自主事業の実施に関すること 

  （オ）業務の報告に関すること 

  （カ）緊急時対応に関すること 

  （キ）自衛消防組織の編成 

  （ク）安全運営管理マニュアルの作成 

  （ケ）防災・防犯活動の推進 

  （コ）文書管理に関する業務 

  （サ）その他の業務 

 

（７）指定期間 

平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで（３年間） 

 

（８）指定管理料  

市は管理運営に必要な経費として、下記の通り指定管理料を支払います。 

（ア）指定管理料 

指定管理者業務に係る経費（消費税及び地方消費税を含む）は下記の金額を上限と 

して提案してください。指定管理料は、提出された収支予算書の提案額を基に協議し、 

協定書に定める額とします。なお、下記の金額を超えた額を提案した場合、失格とな 

ります。 

     ※平成３１年１０月からの消費税率は１０％として積算してください。 

 

〔指定管理料の上限額〕 

平成３０年度  ６３，１３５，０００円 

平成３１年度  ５８，３３７，０００円 

平成３２年度  ５９，０６０，０００円 

（イ）光熱水費等の取扱い 

（イ-１） 光熱水費 

光熱水費は指定管理者の負担とします。 

（イ-２） 通信運搬費等 

     通信運搬費、テレビ受信料、その他の手数料及び使用料等（各種データベース利

用料も含む）については、指定管理者の負担とします。 

（ウ）指定管理料の支払い 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を基準とし、四半期毎に支払います。 

 



5 

（エ）管理口座 

指定管理料は、中央林間図書館に係る専用の口座を用意して管理してください。 

（オ）剰余金の取扱い 

指定管理業務において各年度の収支決算で発生した剰余金については、指定管理者に

帰属するものとします。 

※ 仕様の変更等により協議の上、指定管理料を変更する場合があります。 

※ 指定管理者が自動販売機を設置することはできません。 

 

３.申込みの手続き 

（１）申込資格 

（ア）申込資格等 

申込は、共同事業体として申込みしてください。また、共同事業体を代表する団体 

等を定めてください。 

（イ）欠格事項 

次のいずれかに該当する者は、申込者となることはできません。 

※共同事業体を構成するいずれかの企業が該当する場合も申込者となることはで 

きません。 

・法律行為を行う能力を有しない者。 

・破産者で復権を得ない者。 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９２条の２、第 

１４２条（同法第１６６条第２項の規定により準用する場合を含む。）又は第１ 

８０条の５第６項の規定に抵触する者。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同法 施 

行令第１６７条の１１第１項の規定により準用する場合も含む。）により、市の 

執行機関における一般競争入札等の参加を制限されている者。 

・引き続き２年以上その営業に従事していない者。 

・国税、地方税等を滞納している者。 

・指定管理者の責めに帰すべき事由により２年以内に指定の取り消しを受けた者。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２ 

条第２号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行っている者又は法人 

等の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員である者。 

・大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５項に掲げる暴力団経 

営支配法人等である者。 

・２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施につ 

いて労働基準監督署に報告をしていない者。 

・その他市長等が指定管理者として適当でないと認める者。 

・申込時に「共同事業体協定書」を提出できない者、又は選定後協定締結時までに 

代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写しを提 

出することができない者。 
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（ウ）共同事業体による申込の構成員の変更 

共同事業体を代表する団体等及び共同事業体を構成する団体等の変更は原則とし

て認めません。ただし、共同事業体を構成する団体等については、業務遂行上支障

がないと本市が判断した場合、変更を認めることがあります。その場合には、必要

に応じて申込書類の再提出を求めます。 

（エ）申込に関する留意事項 

（エ-１）申込内容の変更禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

（エ-２）虚偽の記載をした場合の取り扱い 

提出された書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（エ-３）提出書類の取り扱い 

提出された書類は理由の如何を問わず、返却いたしません。 

（エ-４）申込の辞退 

申込受付後に辞退する場合は、辞退届（様式２）を提出してください。 

（エ-５）費用の負担 

申込に関して必要となる費用は、申込団体の負担とします。 

（エ-６）提出書類の著作権 

本市が提示する設計図書等の著作権は大和市及び作成者に帰属し、申込団体の

提出する書類の著作権は申込者に帰属します。なお、提出された書類は、本事業に

おいて本市が必要と認めるときは、提出書類の全部又は一部を公表、使用できる

ものとします。 

 

（２）提出書類 

指定管理者指定申込書（様式１）に次の書類を添えて提出してください。 

（ア）申込団体の定款又はこれに類するもの 最新のもの 

（イ）申込団体の収支予算書、事業計画書、収支決算書、事業報告書 最新のもの 

（ウ）申込団体の財産目録 

（エ）施設の管理運営に係る企画提案書（様式３） 

（オ）施設の管理運営に係る収支予算書（様式４）及び指定管理料見積書 

（カ）共同事業体に関する協定書、委任状、構成員名簿等 

（キ）欠格事項に関する申立書（様式５） 

（ク）申込団体の登記簿謄本 ６ヶ月以内のもの 

（ケ）申込団体の役員、理事、評議員等の名簿（様式６） 

（コ）申込団体の納税証明書等（徴収猶予を受けている場合を除きます） 

 ※提出部数 正本１部、副本１５部 

 ※上記に加え、（エ）については副本を６部、また、（エ）、（オ）、（ケ）についてはデータ 

ファイルを格納した CD等を２部提出してください。なお、（ケ）は Microsoft Excel形 

式のまま格納してください。 
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（３）申込期間 

（ア）申込期間    平成２９年１０月２４日（火）～平成２９年１０月２７日（金） 

           ※申込に関する質問の受付期間は上記と同じとします。 

（イ）受付時間    上記期間の土日祝日を除く、８時３０分～１７時１５分 

 

４.選定について 

大和市文化創造拠点等に係る指定管理者の指定等に関する条例第６条に基づき、申込者が

指定管理者の候補者として適当であるか審査（評価）します。審査は、同条例第１９条によ

り設置された大和市文化創造拠点等運営審議会（以下、「審議会という。」）が行います。 

（１）選定方法 

（ア）書類審査 

提出された書類について、応募者の参加資格要件等を審査します。 

 （イ）面接審査 

     申込者による企画提案内容等の説明（プレゼンテーション）（以下、「プレゼンテー 

ション」という。）を行ったうえで、提案内容等を審査します。 

（ウ）候補者の選定 

審議会は、審査の結果をもとに指定管理者の候補者を選定し、市長等に報告します。 

 

（２）選定基準 

（ア）中央林間図書館を利用する者に対し、平等な利用の確保及びサービスの向上が図ら 

れるものであること。 

（イ）中央林間図書館の効用を最大限に発揮するものであること。 

（ウ） 中央林間図書館の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の節減が図られるもので 

あること。 

（エ）中央林間図書館の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有 

していること又は確保できる見込みがあること。 

 

（３）面接審査 

 （ア）時期 平成２９年１１月９日（木）予定  

 （イ）場所 申込締切り後、通知します。 

（ウ）プレゼンテーションの配分時間は、３０分以内とします。審議会による質疑応答時 

間は別に設けます。 

（エ）プレゼンテーションの出席者数は、４名までとします。 

（オ）プレゼンテーションは、申込者が提出した企画提案書（様式３）の記載内容に沿っ 

て行ってください。 

（カ）申込者が事業計画等の説明を行う場合は、口頭で行うものとします。ただし、説明に 

必要な場合はプロジェクター等の使用を可とします。 
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（キ） プレゼンテーションに必要な機器等がある場合は、申込者が用意するものとします。 

（ク）プレゼンテーションは、公開とします。ただし、申込団体関係者は傍聴できないも 

のとします。 

（ケ）プレゼンテーション終了後の審査審議中は、非公開とします 

 

（３）選定結果 

平成２９年１１月中旬までに通知します。 

 

５.指定管理者の指定について 

（１）指定管理者の指定の議決 

審議会から候補者の報告を受けた市長は、指定管理者の指定に関する議案を市議会に上

程します。 

 

（２）指定管理者の指定日 

平成３０年４月１日（日） 

 

（３）協定の締結 

市議会における議決後、市との協議に基づき協定を締結します。なお、協定は以下の項

目について定めます。 

（ア）総則に関する事項 

（イ）業務の範囲と実施条件に関する事項 

（ウ）業務実施に係る市の確認事項 

（エ）指定管理料に関する事項 

（オ）損害賠償及び不可抗力に関する事項 

（カ）指定期間の満了に関する事項 

（キ）指定期間満了以前の指定の取消に関する事項 

（ク）その他市が必要と認める事項 

 

６．スケジュール 

内容 日程（予定） 

申込開始 平成２９年１０月２４日（火） 

質問受付及び応募書類の提出期限 平成２９年１０月２７日（金）１７時１５分 

選定結果の公表、応募者への通知 平成２９年１１月中旬 

大和市議会における議決 平成２９年１２月 

協定の締結 平成３０年１月以降 

管理の開始（指定管理者の指定） 平成３０年４月１日（日） 
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７．添付書類 

様式１：指定管理者指定申込書 

（大和市文化創造拠点等に係る指定管理者の指定等に関する条例施行規則第１号様式） 

様式２：辞退届 

様式３：施設の管理運営に係る企画提案書 

様式４：施設の管理運営に係る収支予算書 

様式５：欠格事項に関する申立書 

様式６：役員、理事、評議員等の名簿 

 

８．申込書類の提出先及び問合せ先 

大和市文化スポーツ部 図書・学び交流課 

所在地 〒２４２－００１６ 大和市大和南１－８－１ 

電 話 ０４６（２５９）６１０５ 


